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選挙
特集号

9
月

1 3

日

( 日)

足立区長選挙
投票時間

午前7時～午後6時

即日開票

行くことを大事に
したい投票日

選挙アンケート

住所　足立区　 丁目　 番　 号
町

氏名　　　　　( 男・女)　歳

○ 最近、投 票率が低下 傾向にあり ますが、その

原因 についてどのようにお考えですか
あな たの お考えにもっと も近い2 つに○ をし

てください。
・仕事 が忙 しく投 票できない人が多い

・旅行、レ ジャーに出かける人が 多い
・支持 する政 党・候補者がない 人が 多い

・投票 してもt の中が変わらない と思 ってい
る 人が 多い

・政治 に関心の無い 人が多い

○ 足立区長 選挙 につい てのあだち広報選挙特集
号は、本号 と8 月20日 号の2 回発行し まし た

が、両方 とも読まれましたか。
・両方 ともよく読ん だ

・両方 とも少ししか 読まなかった
・本号 しか読んでい ない

○ 足立区長選挙 につい てのあだち広報選挙特集

号を両方と も読 んだ方 に、お聞きし ます。
・8 月20日号の方が 読みやすい

・本号の 方が 読みや すい
・どちら ともい えない

※ このアンケ ートは、投 票日当日、切り取って
投粟甬入 口の アンケ ート回収袋に入 れてくだ

さい。前号のS 月20日号と 合わせて、800名の

方に粗品を進 呈し ます。
なお、 発裘は 罍4婪をもって代えさせていただ

き ます。

入場整 理券

入場整理 券は、 世帯ご とに2 名連 記式の ハガ

キでお送 りし ます。
例 えば、 有権 者が3 名の 世帯には、 ハガ キを2

枚( 1 枚 が2 名分、 もう1 枚 は1 名分) お送
りし ます。

投票所へおい でになるときは、ご 自分の 入場
整理券を確認のうえ、切り離してお持ちください。

入場整理券 が、万一届 かなかったり、紛 失し
て も、選挙 人名簿 に登録 されていれば、投票で

きます。投票 日に投 票所の係 員に申し出 てくだ

さい。
入場整理券は9 月7 日ごろ送付 する予定です。

選 挙 公報

選挙公報は新聞 折込みで9 月10日ごろに お届

けし ます。
折込みする新聞
朝 日・読売・毎日・日経・東京・産経の 各朝 刊

※ こ れらの新聞 を購読 していない世帯の 方は、
区施設や区 内各駅に 選挙公報スタンドを設置

し ますので、ご利 用くだ さい。

投 票できる方

今回の足立区長選挙 で投票 できる方は、日本

国 民で年齢満20歳以上( 昭 和47年9 月14日以前

に生まれた方) であ り、足 立区 の選挙人名簿に
登録されているこ とが 必要 です。
選挙人名簿に登録 されるに は、 足立区に住民登

録 してから基準 日( 9 月5 日) までに、3 ヵ 月
以上 たっていなけ れば なりませ んので平成4 年6

月5 日 までに足立区 に住民 登録をし、9 月13
日まで住んでいる 方が投票 できます。

《選 挙 運 動 が で きな い 人 》

公職選挙法では選挙の公正な執行を確保するため、次
の人については、選挙運動が禁止されています。

な お 、公 務 員( 教 育 公 務 員 を 含 む) は、 他 の 法 律 で も 制 限 を 受 け ま す。

◎ 選挙に関するお問い合わせは、選挙管理委員会へ。( 3882) 1111 ㈹
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あなたの投票所を確かめまし ょう = 投票区域一覧

不
在

者
投

票

投 票は、 原則として、本人が投票日に投票所で 行う ものですが、次のよ

うな 理由で、投 票日に投 票所へ行けない場 合は、 不在者投 票ができ ます。

● 投 票日に、投 票区 の区 域外で職務や業務に従事 する方。

● 投票 日に、や むを得ない用務で区外へ旅行中・滞 在中の方。

● 病気 資妊娠・身 体の障 害等のため、投票 日当日に歩 くことが困難な方。

▲ 不在者投票の方 法

《窓口で する不在 者投票 》

印鑑 と入場整 理券( 届いている場合) を持 参してください。 不在に

なる理由等を 宣誓書兼請求書に記入していただ きます。

受付時間

午前8 時30分～午後5時
受付場所・期間

《滞在地での不在者投票》

長期間出張等 で、窓 口に来られな い方は、滞在地の選挙管理委員会で 不

在者投票 をするこ とがで きます。

投票用紙等の 請求 方法 は選挙管理 委員会へ早 めにお問い合わせください。

《指 定病院での 不在者投票》

病院・老 人ホーム等に 入院・ 人所 されている方で、その施設が不在者投

票の指定施設( 足立区内の指定施 設は下 表参照) になってい れば。その病

院・老人 ホーム内で投票す ること もできます。

不在者投票ができる足立区内の指定病院及び老人ホーム

◎ 選挙に関するお問い合わせは、選挙管理委員会へ。　( 3882) 1111㈹RECYCLE　PAPER
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